
竹
島
・
独
島
問
題
を
考
え
る
視
点
（
佐
渡
友
）

二
四
五

1
．
は
じ
め
に

こ
の
報
告
書
は
、
二
〇
一
六
年
三
月
に
実
施
し
た
竹
島
（
韓
国
名
：
独

島
ド
ク
ド
）
訪
問
の
現
地
調
査
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
改
め
て
い
う

ま
で
も
な
い
が
、
竹
島
・
独
島
を
め
ぐ
っ
て
は
韓
国
政
府
が
自
国
の
固
有

の
領
土
と
し
て
実
効
支
配
し
て
い
て
、
日
本
政
府
も
「
わ
が
国
の
固
有
の

領
土
」
と
主
張
し
て
い
る
。
竹
島
・
独
島
は
、
二
つ
の
島
（
西
島
と
東

島
）
と
岩
礁
か
ら
な
り
、
総
面
積
が
〇
・
二
三
平
方
キ
ロ
と
小
さ
く
、
歴

史
的
に
人
が
暮
ら
し
た
形
跡
の
な
い
島
で
あ
る
。
日
本
で
は
島
根
県
隠
岐

郡
隠
岐
島
町
に
属
し
、
韓
国
で
は
慶
尚
北
道
鬱
陵
郡
鬱
陵
邑
に
所
属
さ
せ

て
い
る
。
日
本
か
ら
の
視
点
で
は
、
竹
島
問
題
は
係
争
中
の
「
領
土
問
題

で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
韓
国
側
か
ら
見
る
と
、
固
有
の
領
土

で
あ
る
独
島
は
実
効
支
配
さ
れ
て
お
り
「
領
土
問
題
は
な
い
」
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

本
報
告
書
の
目
的
は
、
竹
島
・
独
島
が
日
韓
ど
ち
ら
の
国
に
属
す
る
の

か
に
つ
い
て
、
歴
史
的
、
国
際
法
的
に
分
析
し
て
そ
れ
を
明
ら
か
に
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
実
際
、
私
た
ち
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
メ
ン

バ
ー
が
、
多
く
の
韓
国
人
ツ
ア
ー
乗
客
と
一
緒
に
フ
ェ
リ
ー
で
竹
島
・
独

島
に
渡
り
、
海
洋
警
備
の
若
い
隊
員
な
ど
か
ら
話
を
聞
き
だ
し
て
得
ら
れ

た
知
見
、
韓
国
に
多
く
存
在
す
る
独
島
研
究
機
関
や
運
動
団
体
の
主
張
や

竹
島
・
独
島
問
題
を
考
え
る
視
点

佐
渡
友　
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竹
島
・
独
島
問
題
を
考
え
る
視
点
（
佐
渡
友
）

二
四
七

う
な
多
様
な
視
点
か
ら
竹
島
・
独
島
問
題
が
観
察
さ
れ
て
い
る
。

2
．
歴
史
的
視
点

竹
島
・
独
島
に
は
、
一
七
世
紀
か
ら
朝
鮮
（
韓
国
）
人
も
日
本
人
も
主

に
漁
業
目
的
で
渡
航
し
て
い
た
記
録
が
あ
る
。
日
韓
双
方
と
も
、
過
去
に

こ
の
島
に
関
わ
っ
た
人
物
の
固
有
名
詞
を
記
録
に
残
し
て
い
る
だ
け
で
は

な
く
、
そ
れ
な
り
の
「
物
語
」
が
成
立
し
て
い
る
。
例
え
ば
一
七
世
紀
の

日
本
で
は
、
松
前
藩
士
の
斉
藤
豊
仙
が
、
隠
岐
か
ら
北
西
に
向
か
い
竹
島

や
鬱
陵
島
（
ウ
ル
ル
ン
ド
）
を
発
見
し
て
そ
の
存
在
を
記
録
し
て
い
る
。

韓
国
で
は
、
一
七
世
紀
の
人
物
で
あ
る
安
龍
福
が
、
独
島
が
朝
鮮
領
で
あ

る
こ
と
を
日
本
側
に
認
め
さ
せ
た
英
雄
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
（
四
頁
、

安
龍
福
記
念
館
を
参
照
）。
日
韓
双
方
は
、
こ
う
し
た
過
去
の
事
実
や

「
物
語
」
を
竹
島
・
独
島
の
領
有
権
を
主
張
す
る
根
拠
に
し
よ
う
と
す
る

が
、
双
方
の
主
張
を
客
観
的
に
判
断
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
最
近
、

日
本
で
出
版
さ
れ
た
著
書
で
は
下
記
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
日
本
政
府
は
、
日
本
人
が
竹
島
や
鬱
陵
島
周
辺
で
漁
業
を
営
ん
で
い

た
一
七
世
紀
半
ば
に
は
竹
島
の
領
有
権
を
確
立
し
て
お
り
、
一
九
〇
五
年

の
閣
議
決
定
で
竹
島
を
領
有
す
る
意
思
を
『
再
確
認
』
し
た
と
主
張
し
て

い
る
。
こ
れ
に
対
し
韓
国
側
は
、
一
九
〇
〇
年
に
大
韓
帝
国
政
府
が
発
令

し
た
『
勅
令
第
四
一
号
』
が
根
拠
。
鬱
陵
島
を
鬱
島
郡
に
昇
格
さ
せ
た
こ

の
文
章
で
、
行
政
区
域
に
明
記
し
た
石
島
（
ソ
ク
ド
）
の
『
石
』
が
、
竹

現
状
、「
竹
島
の
日
」
を
条
例
で
定
め
た
島
根
県
な
ど
の
日
本
の
自
治
体

か
ら
の
視
点
な
ど
、
現
場
の
多
様
な
角
度
か
ら
こ
の
報
告
書
は
ま
と
め
ら

れ
て
い
る
。

本
節
で
は
、
竹
島
・
独
島
を
め
ぐ
る
日
韓
双
方
の
歴
史
的
関
わ
り
、
サ

ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
会
議
（
一
九
五
一
年
）
や
日
韓
基
本
条
約

（
一
九
六
五
年
）
と
い
っ
た
国
際
法
的
取
り
決
め
、
そ
し
て
い
わ
ゆ
る

「
竹
島
密
約
」（
一
九
六
五
年
）
と
い
う
政
治
決
着
（
？
）
な
ど
に
つ
い
て

の
要
点
を
解
説
し
、
日
本
で
い
う
竹
島
問
題
の
概
要
を
簡
潔
に
説
明
す
る

も
の
で
あ
る
。

か
つ
て
あ
る
中
国
の
歴
史
研
究
者
が
述
べ
た
言
葉
を
記
憶
し
て
い
る
。

そ
れ
は
、
人
々
の
歴
史
に
対
す
る
態
度
に
は
、
感
情
の
レ
ベ
ル
、
歴
史
観

の
レ
ベ
ル
、
そ
し
て
客
観
的
分
析
の
レ
ベ
ル
、
と
い
う
三
つ
の
レ
ベ
ル
が

あ
る
と
い
う
考
え
方
だ
っ
た
。
領
土
の
帰
属
問
題
に
も
こ
の
よ
う
な
三
つ

の
レ
ベ
ル
が
あ
る
と
考
え
て
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
か
つ
て
島
に
渡
っ

た
漁
民
の
記
録
、
渡
海
免
許
や
閣
議
決
定
な
ど
行
政
の
記
録
、
そ
し
て
条

約
な
ど
の
取
り
決
め
な
ど
を
客
観
的
に
分
析
す
る
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
大

切
で
あ
る
。
だ
が
同
時
に
感
情
の
レ
ベ
ル
（
例
え
ば
島
に
対
す
る
国
民
の

情
熱
）、
人
々
が
信
念
や
経
験
か
ら
抱
く
歴
史
観
も
無
視
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
だ
ろ
う
。
領
土
問
題
に
は
こ
の
三
つ
の
レ
ベ
ル
だ
け
で
は
な
く
、

実
効
支
配
の
現
実
、
教
育
活
動
、
啓
蒙
運
動
な
ど
他
の
フ
ァ
ク
タ
ー
も
加

え
て
考
え
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
私
た
ち
の
現
地
調
査
に
は
、
こ
の
よ



二
四
八

島
の
韓
国
名
で
あ
る
独
島
（
ト
ク
ド
）
の
『
独
』
と
発
音
が
近
く
、
石
島

が
独
島
を
示
す
と
し
た
。
韓
国
側
は
日
本
政
府
の
閣
議
決
定
に
つ
い
て
、

韓
国
が
外
交
権
を
奪
わ
れ
た
中
で
の
行
為
で
、
国
際
法
上
無
効
で
あ
り

『
侵
略
の
第
一
歩
』
と
訴
え
て
い
る
」（
琉
球
新
報
・
山
陰
中
央
新
報 

編

﹇
二
〇
一
五
年
﹈、
一
〇
〜
一
一
頁
）。
ま
た
、
島
の
名
称
に
つ
い
て
は
、

日
本
で
も
竹
島
の
こ
と
を
松
島
と
呼
ん
で
い
た
こ
と
も
あ
り
、
時
に
は
鬱

陵
島
と
の
混
乱
が
あ
っ
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

話
を
第
二
次
大
戦
後
に
進
め
て
み
よ
う
。
そ
れ
ま
で
三
五
年
間
、
日
本

の
植
民
地
と
さ
れ
て
き
た
韓
国
は
、
日
本
と
切
り
離
さ
れ
た
。
そ
れ
と
同

時
に
日
本
を
占
領
し
た
連
合
国
軍
は
、
日
本
と
韓
国
の
間
に
「
マ
ッ
カ
ー

サ
ー
ラ
イ
ン
」
と
呼
ば
れ
る
境
界
線
を
設
定
し
た
。
こ
の
境
界
線
は
、
事

実
上
、
竹
島
を
韓
国
側
に
位
置
づ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し

一
九
五
一
年
九
月
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
会
議
で
調
印
さ
れ
た
対
日

講
和
条
約
で
、
竹
島
・
独
島
の
位
置
づ
け
が
曖
昧
に
さ
れ
て
し
ま
う
。
第

二
次
大
戦
で
韓
国
は
、
戦
勝
国
で
も
敗
戦
国
で
も
な
く
、
こ
の
講
和
会
議

で
は
当
事
者
に
は
な
れ
な
か
っ
た
。
日
本
の
戦
後
処
理
の
一
環
と
し
て
の

対
日
講
和
条
約
で
は
、
領
土
問
題
も
明
記
さ
れ
て
い
た
が
、
竹
島
・
独
島

の
名
前
は
明
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
講
和
条
約
の
第
二
条
第
一
項
に
は
、

次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。「
日
本
国
は
、
朝
鮮
の
独
立
を
承
認
し
て
、

済
州
島
（
ジ
ェ
ジ
ュ
ド
）、
巨
文
島
（
コ
ム
ン
ド
）
及
び
鬱
陵
島
を
含
む

朝
鮮
に
対
す
る
す
べ
て
の
権
利
、
権
原
及
び
請
求
権
を
放
棄
す
る
」。
サ

ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
の
中
身
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
日
本
に
と
っ

て
は
外
交
的
勝
利
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
竹
島
・
独
島
が

い
ま
だ
に
日
韓
の
間
で
論
争
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
出
発
点
が
こ
こ
に
あ

る
（
ロ
ー
・
ダ
ニ
エ
ル
﹇
二
〇
〇
八
年
﹈、
二
一
頁
）。

［図表］　竹島・独島をめぐる日本と韓国の主張

日本 主な対立点 韓国

日本政府が1905年に閣

議決定で竹島を島根県

に編入．竹島領有の意

思を再確認した

竹島（韓国名・独島）

領有の根拠

1900年の勅令第41号で

鬱島郡の管轄区域とし

て示された「石島」が

竹島

韓国が米国に，日本が

放棄すべき領土に竹島

を含めるよう求めたが

米国が拒否

サンフランシスコ講和

条約の起草過程での竹

島の扱い

独島条項が削除された

のは米国が日本を抱き

込むため

竹島の不法占拠
李承晩ラインに対する

見解

独島が韓国領土である

ことを世界に知らしめ

た

竹島が紛争地に含まれ

る

日韓両国の紛争の平和

的解決における交換公

文の解釈

独島は紛争地に含まれ

ない

（出所）琉球新報・山陰中央新報［2015年］、10頁
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点
（
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渡
友
）

二
四
九

3
．「
李
承
晩
ラ
イ
ン
」
と
「
竹
島
密
約
」

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
会
議
か
ら
数
か
月
後
、
韓
国
の
李
承
晩
大
統

領
は
、「
大
韓
民
国
の
隣
接
海
洋
で
の
主
権
に
関
す
る
大
統
領
の
宣
言
」

を
発
表
し
た
。
竹
島
・
独
島
を
韓
国
側
の
排
他
的
主
権
領
域
に
組
み
入
れ

た
、
い
わ
ゆ
る
「
李
承
晩
ラ
イ
ン
」
の
誕
生
で
あ
る
。
こ
の
宣
言
の
後
、

た
だ
ち
に
日
本
を
は
じ
め
米
国
、
英
国
、
台
湾
な
ど
か
ら
抗
議
の
声
が
上

が
っ
た
。
同
大
統
領
は
「
李
承
晩
ラ
イ
ン
」
と
は
言
わ
ず
「
平
和
線
」
と

対
応
し
た
。
ロ
ー
・
ダ
ニ
エ
ル
に
よ
る
と
、
各
国
か
ら
の
抗
議
の
後
、
韓

国
政
府
は
あ
わ
て
て
大
統
領
名
で
談
話
を
発
表
し
、
こ
の
目
的
を
「
韓
日

両
国
間
の
平
和
の
維
持
に
あ
る
」
と
対
応
し
た
こ
と
が
、
韓
国
で
使
う

「
平
和
線
」
の
言
葉
の
由
来
だ
と
い
う
。
ま
た
、
独
立
し
た
ば
か
り
の
韓

国
政
府
が
「
平
和
線
」
を
大
胆
に
宣
言
し
た
背
景
に
は
、
竹
島
・
独
島
を

韓
国
側
に
含
め
、
漁
業
資
源
の
乱
獲
を
防
ご
う
と
し
た
「
マ
ッ
カ
ー
サ
ー

ラ
イ
ン
」
が
対
日
講
和
条
約
に
明
記
さ
れ
な
か
っ
た
危
機
感
が
あ
り
、
そ

の
「
自
救
策
」
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。（
ロ
ー
・
ダ
ニ
エ
ル

﹇
二
〇
〇
八
年
﹈、
三
二
〜
三
三
頁
）。

と
こ
ろ
で
、
外
交
交
渉
は
原
則
、
秘
密
裏
に
行
わ
れ
る
。
特
に
領
土

（
島
）
の
帰
属
を
め
ぐ
る
交
渉
に
は
、
そ
の
帰
属
を
明
確
に
せ
ず
、
い
っ

た
ん
棚
上
げ
に
し
て
国
交
回
復
や
平
和
条
約
締
結
と
い
う
大
き
な
目
標
を

優
先
さ
せ
る
こ
と
が
あ
る
。
係
争
中
の
帰
属
問
題
の
解
決
は
次
世
代
に
任

せ
る
、
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
一
九
七
二
年
の
日
中
国
交
正
常
化
を
前
に
、

日
中
両
国
の
間
で
懸
案
と
な
っ
て
い
た
尖
閣
諸
島
の
帰
属
問
題
に
つ
い
て
、

鄧
小
平
が
提
案
し
た
「
未
解
決
の
解
決
」
と
い
う
棚
上
げ
構
想
は
、
ま
さ

に
こ
の
事
例
で
あ
る
。
共
同
声
明
文
に
も
条
約
文
に
も
明
記
さ
れ
な
い
こ

う
し
た
裏
約
束
は
、「
密
約
」
と
い
わ
れ
る
。
一
般
的
に
は
否
定
的
な
イ

メ
ー
ジ
で
捉
え
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
が
、
外
交
交
渉
の
目
標
を
実
現
す
る

た
め
の
一
つ
の
方
法
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
の
が
現
実
で
あ
る
。

日
中
国
交
正
常
化
交
渉
の
二
〇
年
も
前
に
、
日
韓
の
間
に
竹
島
・
独
島

の
帰
属
を
め
ぐ
る
「
密
約
」
が
あ
っ
た
こ
と
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。

ソ
ウ
ル
生
ま
れ
で
米
国
で
国
際
政
治
学
を
研
究
し
て
学
位
を
取
得
し
た

ロ
ー
・
ダ
ニ
エ
ル
の
著
書
『
竹
島
密
約
』
に
よ
る
と
、
日
韓
基
本
条
約
の

締
結
に
向
け
て
秘
密
交
渉
を
行
っ
た
の
は
、
河
野
一
郎
（
副
総
裁
・
国
務

大
臣
）
と
金
鍾
珞
（
韓
一
銀
行
常
務
）
で
あ
っ
た
。
ロ
ー
・
ダ
ニ
エ
ル
は
、

日
本
で
元
首
相
、
政
治
家
、
元
政
治
家
秘
書
、
元
新
聞
記
者
、
財
界
人
な

ど
、
日
韓
交
渉
に
携
わ
っ
た
人
を
含
め
、
多
く
の
人
々
に
面
会
し
て
情
報

を
入
手
し
、
こ
の
著
書
を
書
き
上
げ
た
。
そ
し
て
、
竹
島
・
独
島
の
帰
属

問
題
に
つ
い
て
は
、
一
九
六
五
年
一
月
に
河
野
と
丁
一
権
（
総
理
）
の
間

で
結
ば
れ
た
「
竹
島
密
約
」
が
あ
っ
た
こ
と
を
突
き
止
め
た
。
そ
の
内
容

は
次
頁
の
と
お
り
で
あ
る
。



二
五
〇

竹
島
・
独
島
問
題
は
、
解
決
せ
ざ
る
を
も
っ
て
、
解
決
し
た
と
み
な
す
。

し
た
が
っ
て
、
条
約
で
は
触
れ
な
い
。

イ　

両
国
と
も
自
国
の
領
土
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
を
認
め
、
同
時

に
そ
れ
に
反
論
す
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
。

ロ　

し
か
し
、
将
来
、
漁
業
区
域
を
設
定
す
る
場
合
、
双
方
と
も
竹
島

を
自
国
領
と
し
て
線
引
き
し
、
重
な
っ
た
部
分
は
共
同
水
域
と
す
る
。

ハ　

韓
国
は
現
状
を
維
持
し
、
警
備
員
の
増
強
や
施
設
の
新
設
、
増
設

を
行
わ
な
い
。

ニ　

こ
の
合
意
は
以
後
も
引
き
継
い
で
い
く
。

（
出
所
）　

ロ
ー
・
ダ
ニ
エ
ル
﹇
二
〇
〇
八
年
﹈、
二
〇
八
頁

ま
た
同
時
に
、
日
韓
両
国
が
国
交
正
常
化
を
実
現
す
る
前
に
、
も
う
ひ

と
つ
、「
請
求
権
資
金
」
に
つ
い
て
の
秘
密
の
取
り
決
め
が
先
行
し
た
こ

と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
一
九
六
二
年
一
一
月
に
大
平
正
芳
（
外
相
）

と
金
鍾
泌
（
中
央
情
報
部
長
）
の
間
で
結
ば
れ
た
「
大
平
・
金
メ
モ
」
で

あ
る
。
つ
ま
り
日
韓
交
渉
の
実
質
的
な
二
つ
の
柱
で
あ
っ
た
「
カ
ネ
」
と

「
領
土
」
の
問
題
が
、
い
ず
れ
も
秘
密
の
取
り
決
め
に
よ
っ
て
決
着
を
見

た
と
し
て
い
る
（
ロ
ー
・
ダ
ニ
エ
ル
﹇
二
〇
〇
八
年
﹈、
一
四
頁
）。

一
九
六
五
年
か
ら
の
日
韓
関
係
は
、
こ
の
よ
う
な
基
盤
の
上
に
成
り
立
っ

て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

4
．
今
日
の
課
題

日
韓
基
本
条
約
締
結
か
ら
五
一
年
が
経
ち
、
状
況
は
大
き
く
変
わ
っ
た
。

そ
の
後
の
出
来
事
は
、
両
国
の
関
係
に
亀
裂
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
と
な
っ

た
。
二
〇
〇
五
年
一
一
月
に
島
根
県
議
会
が
「
竹
島
の
日
」
条
例
を
制
定
。

二
〇
〇
六
年
に
韓
国
が
東
北
ア
ジ
ア
歴
史
財
団
を
設
立
し
て
、
日
本
に
よ

る
竹
島
領
有
の
主
張
の
「
不
当
性
」
を
世
界
に
ア
ピ
ー
ル
。
二
〇
〇
八
年

に
日
本
の
文
部
科
学
省
が
学
習
指
導
要
領
解
説
社
会
科
編
で
竹
島
問
題
を

指
導
す
る
よ
う
記
載
。
そ
し
て
二
〇
一
二
年
夏
に
は
、
当
時
の
李
明
博
大

統
領
が
独
島
に
初
上
陸
、
な
ど
が
続
い
た
。
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、

本
報
告
書
は
、
竹
島
・
独
島
が
日
韓
の
ど
ち
ら
に
帰
属
す
る
か
に
つ
い
て

明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
な
い
。
歴
史
的
な
事
実
か
ら
両
国

の
主
張
を
客
観
的
に
比
較
分
析
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
島
が
ど
ち
ら
に

帰
属
す
る
の
か
を
判
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
国
際
法
的
視
点
か
ら

の
判
断
も
難
し
い
。
領
有
権
問
題
の
結
論
で
は
な
く
、
現
場
か
ら
の
情
勢

分
析
が
今
回
の
調
査
の
目
的
で
あ
っ
た
。
私
た
ち
が
利
用
し
た
鬱
陵
島
か

ら
独
島
ま
で
の
フ
ェ
リ
ー
は
、
毎
年
お
よ
そ
二
〇
万
人
を
上
陸
さ
せ
て
い

る
と
い
う
。
一
つ
言
え
る
こ
と
は
、
韓
国
人
の
独
島
に
対
す
る
思
い
入
れ

や
情
熱
は
、
日
本
人
と
は
比
べ
物
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

島
の
領
有
権
を
め
ぐ
る
紛
争
が
複
雑
で
解
決
困
難
に
な
る
こ
と
に
は
、

い
く
つ
か
の
理
由
が
あ
る
。
第
一
に
、
植
民
地
か
ら
独
立
し
た
ば
か
り
の



竹
島
・
独
島
問
題
を
考
え
る
視
点
（
佐
渡
友
）

二
五
一

弱
小
の
国
に
と
っ
て
は
、
国
内
の
秩
序
形
成
や
経
済
的
発
展
が
何
よ
り
の

関
心
事
で
、
海
洋
権
益
や
島
を
め
ぐ
る
主
権
領
域
の
確
定
な
ど
は
後
回
し

に
さ
れ
る
。
そ
の
後
国
内
が
安
定
し
経
済
的
な
余
裕
が
で
き
る
と
、
こ
れ

ま
で
隣
国
が
構
築
し
た
海
洋
権
益
に
不
満
を
ぶ
つ
け
る
形
で
自
己
主
張
す

る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
新
し
い
主
張
と
こ
れ
ま
で
の
「
慣
習
」
が
衝

突
す
る
の
で
あ
る
。
南
シ
ナ
海
の
島
嶼
を
め
ぐ
る
中
国
の
態
度
は
こ
の
事

例
で
あ
ろ
う
。
第
二
に
、
自
国
の
島
と
し
て
領
有
権
を
主
張
し
て
も
、
大

戦
の
戦
勝
国
や
覇
権
国
家
を
相
手
に
し
た
場
合
、
そ
の
正
当
性
は
弱
め
ら

れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
北
方
領
土
を
め
ぐ
る
ロ
シ
ア
の
主
張
は
、
基
本

的
に
戦
勝
国
の
態
度
で
あ
る
。
第
三
に
、
戦
勝
国
や
大
国
間
の
国
際
的
取

り
決
め
に
係
争
中
の
島
の
名
前
が
明
記
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
で
あ

る
。
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
で
は
竹
島
・

独
島
の
名
前
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
し
て
ヤ
ル
タ
会
談
（
一
九
四
五

年
）
に
お
け
る
米
ソ
の
対
日
秘
密
協
定
の
中
に
、
北
方
四
島
の
具
体
的
名

称
が
明
記
さ
れ
な
か
っ
た
事
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
戦
勝
国
の
責
任
は
重
大

で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

竹
島
・
独
島
問
題
あ
る
い
は
尖
閣
諸
島
問
題
な
ど
を
考
え
て
み
て
も
、

日
本
政
府
は
長
い
間
、
国
境
に
位
置
す
る
島
嶼
地
域
に
つ
い
て
は
政
策
的

な
注
目
を
し
て
こ
な
か
っ
た
傾
向
が
あ
る
。
二
〇
一
六
年
一
二
月
の
報
道

に
よ
る
と
、
日
本
政
府
は
、
領
海
保
全
に
向
け
て
国
境
に
位
置
す
る
離
島

の
管
理
を
強
化
す
る
政
策
を
打
ち
出
し
た
。
領
海
や
排
他
的
経
済
水
域

（
Ｅ
Ｅ
Ｚ
）
の
基
点
に
な
る
四
三
一
の
無
人
島
の
う
ち
、
所
有
者
の
い
な

い
二
七
七
島
を
今
年
度
内
に
国
有
財
産
に
登
録
し
、
そ
の
管
理
を
国
が
担

う
よ
う
に
す
る
。
有
人
の
国
境
離
島
は
住
民
へ
の
生
活
支
援
を
手
厚
く
す

る
。
無
人
島
化
を
防
ぐ
と
同
時
に
、
日
本
の
領
海
や
Ｅ
Ｅ
Ｚ
の
周
辺
に
艦

船
や
漁
船
を
送
り
込
む
中
国
な
ど
を
牽
制
す
る
ね
ら
い
も
あ
る
と
い
わ
れ

て
い
る
。
領
海
や
Ｅ
Ｅ
Ｚ
の
基
点
に
な
る
離
島
は
、
今
回
の
四
三
一
の
無

人
島
に
、
人
が
住
む
六
〇
島
を
加
え
た
四
九
一
島
あ
る
（
日
本
経
済
新
聞
、

二
〇
一
六
年
一
二
月
三
日
）。

島
を
め
ぐ
る
帰
属
問
題
の
解
決
に
は
何
世
代
も
の
時
間
を
必
要
と
す
る

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
何
世
代
も
の
間
、
係
争
中
の
両
国
民
が
い
が
み

合
う
必
要
は
な
い
と
考
え
る
。
実
効
支
配
を
継
続
す
る
こ
と
で
解
決
す
る

の
か
。「
棚
上
げ
」
に
よ
る
「
未
解
決
の
解
決
」
に
す
る
の
か
。
共
同
管

理
や
共
同
経
済
活
動
と
い
う
別
の
道
を
選
ぶ
の
か
。
島
の
領
有
を
め
ぐ
る

問
題
に
は
、
政
府
間
の
声
明
や
条
約
、
大
国
の
関
わ
り
、
戦
後
処
理
、
国

益
、
政
権
の
現
在
の
立
場
、
歴
史
の
解
釈
や
教
育
、
国
民
感
情
と
情
熱
、

報
道
の
仕
方
な
ど
、
様
々
な
要
因
が
複
雑
に
絡
み
合
っ
て
い
る
こ
と
だ
け

は
確
か
で
あ
る
。

主
要
参
考
文
献

・
浦
野
起
央
﹇
二
〇
一
三
年
﹈『
日
本
の
国
境
：
分
析
・
資
料
・
文
献
』
三
和
書

籍
。



二
五
二

・
内
藤
正
中
﹇
二
〇
〇
六
年
﹈「
竹
島
（
独
島
）
問
題
」
環
日
本
海
学
会
編
『
北

東
ア
ジ
ア
事
典
』。

・
琉
球
新
報
・
山
陰
中
央
新
報
﹇
二
〇
一
五
年
﹈『
環
り
の
海
：
竹
島
と
尖
閣 

国

境
か
ら
の
問
い
』。

・
ロ
ー
・
ダ
ニ
エ
ル
﹇
二
〇
〇
八
年
﹈『
竹
島
密
約
』
草
思
社
。
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